
令和８年３月２日（月）から同年３月２３日（月）午後５時まで 

ウインドヒルひがし北海道スタジアム（釧路市民球場） 

広告掲載事業募集要項（令和８年度掲載分） 
 

１ 趣  旨 

この要項は、令和８年度におけるウインドヒルひがし北海道スタジアム（釧路

市民球場）（以下、球場と称する）ラバーフェンスへの有料広告掲載の追加募集

に関し、必要な事項を定めるものとします。 

 

２ 広告掲載の対象施設、掲載位置、募集枠数、掲載期間等及び広告掲載料 

対 象 施 設 
ウインドヒルひがし北海道スタジアム 

（釧路市民球場）※概要は下記 10のとおり 

掲 載 位 置 

及 び 枠 数 

三塁側ダグアウト上部 １枠 

レフト側外野フェンス  １枠 

一塁側カメラマン室上部 １枠     ※１社につき１枠 

掲 載 期 間 
令和８年５月１日から令和９年３月３１日まで 

※広告の掲載の作業に係る期間を含みます。 

施 設 の 開 場 期 間 ５月１日から１０月１０日まで 

広 告 掲 載 料 

１００，０００円以上の広告主が提案する額（行政財産の目

的外使用に係る使用料並びに消費税及び地方消費税を含みま

す。また、広告掲載料は１万円単位でお願いします。） 

※上記の掲載料は、閉場期間中（１０月１１日から翌年４月３０

日）においては減免取り扱いとした上での金額となります。 

※ 施設の開場期間については、気象状況及びイベントの開催状況等により、変

更する場合があります。 

※ 掲載してから２年目以降の広告掲載料は、年額１００，０００円（行政財産

の目的外使用に係る使用料並びに消費税及び地方消費税を含みます。）といた

します。 

※ 既に球場に広告を掲載している広告主は募集対象となりません。 

ただし、現在掲載している広告を取り下げたのち、新規募集枠に広告掲載を希 

望する場合はこの限りではありません。 

※  広告掲載優先期間は、１０年間とします。 

３ 募集期間 

 

 

 



４ 応募方法等 

「釧路市民球場広告掲載申込書」（様式第１号）に広告掲載料その他の必要事項

を記入し、広告原稿（電子データ）を添えて釧路市教育委員会生涯学習部スポー

ツ課（下記 11参照）まで提出してください。申込書に押印は不要です。 

お申込みはメールにてお願いいたします。お手数をおかけしますが、誤送信等の

入れ違いを防ぐため、メール送付後、申込みした旨をお電話にてご連絡下さい。 

※受付日時は令和８年３月２日（月）～同年３月２３日（月）午後５時まで  

 

５ 掲載広告の規格及び掲載方法等 

 (1) 規格 

＜三塁側ダグアウト上部＞    縦０．４ｍ×横  ５.０ｍ以内で１枠 

＜レフト側外野フェンス ＞   縦１. ０ｍ×横１０.０ｍ以内で１枠 

＜一塁側カメラマン室上部＞   縦０．４ｍ×横 ４.５ｍ以内で１枠 

 

(2) 掲載方法  指定塗料による着色（白色のみ） 

指定塗料：ヨコハマ弾性舗装システム株式会社製品の「ライン

ペイント」 詳細は別紙に記載 

(3) 用字用語  漢字、音訓、仮名遣い及び送り仮名は、原則として次の内閣告

示などに準ずるものとします。 

ア 平成２２年内閣告示第２号（常用漢字表） 

イ 昭和６１年内閣告示第１号（現代仮名遣い） 

ウ 昭和４８年内閣告示第２号（送り仮名の付け方） 

エ 最新用字用語ブック（時事通信社編） 

 

６ 広告掲載に係る費用等 

(1) 前記２に掲げる広告掲載料を、市が指定する期限までに納入通知書により一

括納入していただきます。 

(2) 広告の掲載、維持管理及び原状回復に係る費用は、広告主の負担とします。 

(3) 市の球場整備業務により広告の破損、汚損又は滅失があった場合の修復につ

いては、市が経費を負担するものとします。 

(4) 既に納付された広告掲載料は、還付しません。ただし、広告の掲載期間中に

おいて、広告主の責めに帰することができない理由により、広告を掲載するこ

とができなくなったときは、この限りではありません。 

 

 



７ 広告原稿作成上の留意点等 

(1) 広告の掲載内容等については、下記８の広告掲載の取扱基準等を遵守してく

ださい。 

(2) 上記(1)のほか、広告原稿の作成に当たっては、景品表示法その他の広告表示

に関係する法令等に抵触しないよう十分留意してください。 

(3) 提出のあった広告原稿について、必要に応じ、応募者に対し説明を求め、又

は広告原稿の修正等を依頼する場合があります。 

 

８ 広告掲載の取扱基準等 

  本事業に係る広告の取扱いについては、この募集要項に定めるもののほか、下

記の基準等の定めるところによります。 

(1) 広告掲載等基準 

(2) 釧路市広告事業実施要綱 

(3) 釧路市民球場広告掲載等基準 

(4) 釧路市民球場広告掲載取扱要領 

 

９ 広告の決定等 

(1) 申込みの内容が前記８の広告掲載の取扱基準等に適合するか否かを審査し、

適合すると認めたもののうちから、提案のあった広告掲載料が高額である上位

３社を本事業における広告主（以下「広告掲載決定者」といいます。）と決定

します。 

(2) 提案のあった広告掲載料がより高額である広告掲載決定者が、広告の掲示位

置を優先して指定できるものとし、広告掲載料が同額である広告掲載決定者が

複数ある場合は、抽選により優先順位を決定することとします。 

(3) 広告掲載の可否及び広告位置の指定に係る優先順位については、釧路市民球

場広告掲載決定通知書（様式第２号）又は釧路市民球場広告非掲載決定通知書

（様式第３号）により通知します。 

(4) 広告掲載決定者は、広告の掲載に関する必要事項を確認するための「広告掲

載説明会」に出席願います。なお、開催日時等は対象者へ別途通知いたします。 

 

10 ウインドヒルひがし北海道スタジアム（釧路市民球場）概要 

⑴ 所 在 地：釧路市広里６（釧路大規模運動公園内） 

⑵ 沿   革：昭和５８年７月２４日開場（平成２９年に人工芝・フルカラー    

ＬＥＤスコアボードへリニューアル） 

⑶ 開場期間：５月１日～１０月１０日 



⑷ 開場時間：５：００～１９：００ 

⑸ 施設内容：人工芝仕様（一部クレー） 

両翼９７.６ｍ センター１２２.０ｍ 

フルカラーＬＥＤスコアボード 

収容人数１７，９８８人（内野５，９８８人 外野１２，００

０人） 

⑹ 令和８年度主要大会（予定） 

・ファーム（２軍）公式戦 ６月７日（日） 

北海道日本ハムファイターズ ＶＳ オイシックス新潟アルビレックスＢＣ 

・北海道学生野球連盟 春・秋リーグ開幕戦（４月・８月に計８試合） 

・高校野球釧根支部予選（春・夏・秋） 

・北海道軟式野球連盟釧路支部各種大会 

 

11 応募・問い合わせ先 

〒085-0016 釧路市錦町２丁目４番地（ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌＭＯＯ４階） 

釧路市教育委員会生涯学習部スポーツ課 上総
か ず さ

 

電話：0154-31-2600 FAX：0154-22-9096 

E-mail：su-sport@city.kushiro.lg.jp 

 

 

 釧路市スポーツ課公式 YouTube においても施設紹介を行っております。 

 【全面人工芝！】ウインドヒルひがし北海道スタジアム施設紹介！ 

  https://www.youtube.com/watch?v=f-ZD0cqX7_Y 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-ZD0cqX7_Y

